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本⽇の説明内容

1 利⽤対象とする契約

2 電⼦契約の利⽤にあたって

3 契約締結の流れ

4 提出書類について

5 お問い合わせ⽅法

那須塩原市総務部契約検査課 1



01利⽤対象とする契約
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導⼊時期と対象範囲

令和８年４⽉１⽇以降に⼊札公告⼜は指名通知を⾏う案件が対象です

▶建設⼯事、コンサル、役務提供および物品の調達

▶当⾯の間は⼊札により執⾏した案件を対象とする

▶従来どおりの書⾯契約も選択可能

▶令和８年４⽉１⽇以降に⾏う変更契約も対象
 ※本契約を書⾯契約とした場合、原則は変更契約も書⾯契約とすることします
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02電⼦契約の利⽤にあたって
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電⼦契約利⽤申出の提出

案件ごとに申請フォームから電⼦契約の利⽤申出が必要になります
記載内容

1. 法⼈の情報（名称、住所、電話番号等）
2. 案件番号‧案件名 
3. 契約締結権限者の役職、⽒名、メールアドレス
4. 契約担当者の役職、⽒名、メールアドレス

提出時期
落札決定後、速やかに提出
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▶ 申請フォームのURLは、市ホームページに掲載予定です

https://forms.gle/5dmWm565egLS9iFZ9


03契約締結の流れ
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電⼦契約の業務フロー

落札決定から契約締結完了まで

落札決定 電⼦契約利⽤申出
（フォームから申請）

契約に必要な書類
をメールで提出

市が契約書類をアップロード 事業者の確認‧同意
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契約締結完了



04提出書類について
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メールで提出する書類

１）建設⼯事の場合
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● 契約書表紙
● 仲裁合意書 
● 現場代理⼈及び主任技術者等選任届
● 課税（免税）事業者届出書
● 建築リサイクル法に基づく別紙 （必要な場合）
● 保証⾦に係る確認資料

（電⼦保証に係る認証キーのお知らせ 等）



メールで提出する書類

２）建設関連コンサルタント業務の場合
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● 課税（免税）事業者届出書
● 建築法の別紙（必要な場合）



メールで提出する書類

３）物品及び役務の提供の場合
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● 課税（免税）事業者届出書
● 積算内訳書（必要な場合）



05お問い合わせ⽅法
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不明点のお問い合わせ⽅法

運⽤と操作⽅法で窓⼝が異なります

Q. 運⽤ルールを知りたい

A. 那須塩原市 契約検査課
 ☎：0287-62-7114
 ✉：keiyakukensa@city.nasushiobara.tochigi.jp

Q. 操作⽅法を知りたい

A. クラウドサイン内のヘルプセンター
 
 クラウドサイン内のチャットサポート
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